
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年 10 月号 

ee～～ろろううむむ..nneett 

連絡先：〒160－0023  

東京都新宿区西新宿 4-1-10-205 

社会保険労務士事務所ＮＫサポート 

電 話：03-6304-2745 FAX：03-6304-2744 

ｅ－ｍａｉｌ： info@e-606.net 

  

対象事業場の約半数で違法残業を確認

～令和元年度監督指導結果より 

◆15,593 事業場で違法な時間外労働確認 

９月８日、厚生労働省は令和元年度の長時間

労働が疑われる事業場に対する監督指導結果

を公表しました。 

働き方改革関連法による時間外労働の上限規

制が令和元年４月１日より中小企業にも適用

されたこと等もあってか、対象事業場数は平

成 30 年度の 29,097 から約１割増の 32,981

で、そのうち 15,593（47.3％。平成 30 年度

は 11,766（40.4％）で違法な時間外労働が確

認され、指導が行われています。 

◆健康障害防止措置に関する指導状況 

監督指導の 実施事業 場 のうち 15,338

（46.5％）で、健康障害防止措置が不十分と

して、長時間労働者に対する医師面接等を講

じるよう指導が行われています。平成 30 年度

の 20,526（70.5％）に比べて減少しています

が、まだまだ多いことがわかります。 

◆対象事業場の７割近くが 30 人未満、企業

規模別では３割近くが 300 人以上 

事業場規模別に見ると、監督指導実施事業場

の 41.7％を 10～29 人の事業場が、25.3％を

１～９人の事業場が占めており、30 人未満の

事業場で約７割を占めています。平成 30 年度

と比べてこの割合は増えており、これらの事

業場で特に注意が必要といえます。 

企業規模別に見ると、29.3％が 300 人以上、

24.7％が 10～29 人、12.8％が 100～299 人と

なっています。こちらも平成 30 年度に比べて

30 人未満の割合が増えています。 

◆「商業」の事業場で是正勧告が急増 

監督指導の対象事業場 32,981 のうち、商業の

事業場は 8,009（24.3％）で、そのうち 6,088

（76.0％）で労働基準関係法令違反がありま

した。平成 30 年度の 4,647 事業場への実施

と 3,097 事業場での違反に比べると、ほぼ２

倍となっています。 

 

株式会社リクルートキャリアが、全国の 20～60

代の就業者を対象に実施した新型コロナウイル

ス禍での仕事に関するアンケート（調査期間は８

月７日～10 日）によれば、転職検討中／活動中

の人で、仕事選びの重視項目として「テレワーク

が認められている」を重視するようになった人の

割合が大幅に増えているそうです。実際に、オン

ライン型転職エージェント「ジョブクル転職」を

運営する株式会社スマイループスが実施した求

人動向調査でも、求人タイトルに「在宅」または

「テレワーク」が含まれる求人は、含まれない求

人と比較して 128％の高い応募率であることが

わかったそうです。 

◆変わる働き方 

いま、働き方の意識は確実に変化してきていま

す。テレワークの実施状況が今後の企業経営に与

える影響は未知数ですが、今後、労働者の意識の

変化にも目を向けながら、自社に最適の制度を検

討していく必要があるでしょう。 

10月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

12 日 

○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 

［郵便局または銀行］ 

○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降

に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

11 月 2 日 

○個人の道府県民税・市町村民税の納付 

＜第３期分＞［郵便局または銀行］ 

○労働者死傷病報告の提出 

＜休業４日未満、７月～９月分＞［労働基準監督署］ 

○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○労働保険料の納付＜延納第２期分＞［郵便局または銀行］ 

○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安定所］ 

○外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者で

ない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 （い い 労 務） 

◆11 月には「過重労働解消キャンペーン」も実施 

厚生労働省では、11 月に「過重労働解消キャンペ

ーン」を実施し、重点的な監督指導を行うとして

います。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、

３月 17 日に発出された依命通達では、中小企業等

に対する相談・支援について、「労働基準関係法令

に係る違反が認められた場合においても、新型コ

ロナウイルス感染症の発生および感染拡大による

影響を十分勘案し、労働基準関係法令の趣旨を踏

まえた自主的な取組みが行われるよう、きめ細か

な対応を図る」ともされていますが、自社の時間

外労働の実施状況や健康障害防止措置に関する対

応に問題がないか、改めて確認しておき、不安が

ある場合は速やかに専門家に相談しましょう。 

テレワークの実施状況と企業の採用活動

への影響 

◆導入が広まったテレワーク 

これまでは大企業やスタートアップ企業などでの

導入が目立っていたテレワークですが、今年は新

型コロナウイルス感染リスク防止の観点から急速

に導入が広まりました。特に、緊急事態宣言が出

された４～５月に、緊急対応的に始めた企業も多

かったのではないでしょうか。 

しかし、緊急事態宣言後、またテレワークの実施

率にも変化が見られるようです。 

◆テレワーク実施率の減少 

厚生労働省が、LINE 株式会社と協力して５回に

わたり実施している「新型コロナ対策のための全

国調査」によれば、最新の第５回調査（８月 12－

13 日）では、第４回調査（５月１－２日）と比べ

て、オフィスワーク中心の人で「仕事はテレワー

クにしている」とした回答が４０．８％⇒２３．

５％と低下していることがわかります。緊急事態

宣言解除後に、一時的に実施していたテレワーク

を減らしたり、やめたりした例が多いことが読み

取れます。 

◆テレワークは企業の採用活動にも影響 

実際に、業種によってはテレワークの実施が難し

いという例もあるでしょうし、社内制度やインフ

ラが整わずに実施できないという例も多いようで

す。ただ、一度テレワークを経験してきた人たち

は、その便利さなどを経験してしまっていること

から、元の意識に戻ることはなかなかできません。 

 


